
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人中島長作の上告理由第一点、第三点について。

　原審は、本件土地の賃料の支払につき認定した事実関係の下においては、本件契

約解除に関する特約は、契約の当初においては有効に成立したとしても、その後の

当事者間の賃料支払の慣行によつて暗黙のうちに改定され失効したものと判断して

いるのであつて、所論のように賃料支払の履行遅滞を正当行為であると判断してい

るのではない。そして、右特約が改定され失効したものであるとの原審の前記判断

は、挙示の証拠により是認することができる。それ故所論は判示に副わない主張を

前提として原判決を非難するに帰し採るを得ない。

　同第二点について。

　原判決は、本件和解は無権代理の行為であつても判示のような事実関係の下では

上告人はその効力を否定できないとの趣旨を判示した第一審判決を引用しているで

あるから、原判決には所論の違法は認められない。（なお、右第一審判決の判断は

当裁判所もこれを正当と認める。この点に関しては、昭和二年三月二二日及び昭和

九年九月一〇日の各大審院判決、民集六巻一〇六頁及び同一三巻一七七七頁参照）

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。
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